
2 年更新の場合（有効期限の 3 ヶ月前から手続き可能）

医療福祉相談室

  精神科の病気をもっており、日常生活や社会生活をする上でハンディキャップを

もつ方で、手帳の交付を希望する方。かつ、初めて精神科の病気で医療機関にかか

って（初診日）から 6 か月以上、過ぎている方。  ※発達障害（ADHD/ 自閉症スペ

クトラム）の診断をうけている方も申請が可能です。ご相談下さい。

平成 30 年 4 月 2 日改訂

マイナンバーカード

手帳の申請、交付の窓口は市町村の福祉担当課です。

申請書は市町村窓口にあります。

長野県内に住所がある方で、申請書をご希望の方は、当院でもご用意がありますの

でお申し出ください。

長野県（精神保健福祉センター）で判定が行われ、等級が「病気」の状態と「障害」の状態

の両方から総合的に判断されます。非該当になった場合には、不承認通知書が交付されます。

手帳ができるまでには 2 か月ほどかかります。



県内鉄道運賃割引

　　しなの鉄道

長野電鉄バス・アルピコ交通（長野地区・松本地区・諏訪地区）・信南交通・

伊那バス・おんたけ交通・千曲バスなど、ご利用になるバス会社へご確認ください。

・県営住宅優先入居・家賃の一部減免（1・2 級）

（条件あり）


